
改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

﹇
略
﹈

第
一
章
・
第
二
章

﹇
略
﹈

第
三
章

ガ
ス
導
管
事
業

第
三
章

ガ
ス
導
管
事
業

第
一
節

一
般
ガ
ス
導
管
事
業

第
一
節

一
般
ガ
ス
導
管
事
業

第
一
款

﹇
略
﹈

第
一
款

﹇
略
﹈

第
二
款

業
務
（
第
六
十
四
条

第
八
十
八

条
の
三
）

第
二
款

業
務
（
第
六
十
四
条

第
八
十
八

条
）

第
三
款

﹇
略
﹈

第
三
款

﹇
略
﹈

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
六
十
七
号

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
等
経

営
強
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
七
条
第
二
号
中
「
十
」
を
「
十
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
認
定
の
申
請
が
さ
れ
て
い
る
経
営
力
向
上
計
画
（
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
力
向
上
計
画
を
い
う
。）に
記
載
さ
れ
て
い
る
純
資
産

の
額
が
一
定
の
額
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
六
十
八
号

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項

第
一
号
ハ
及
び
ニ
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
十
三
項
第
二
号
中
「
十
」
を
「
十
五
」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
の
二
の
（
別
紙
３
）
の
１

中
「10

」
を
「15

」
に
改
め
る
。

様
式
第
六
の
三
の
（
別
紙
１
）
の
１

中
「10

」
を
「15

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
の

認
定
の
申
請
で
あ
っ
て
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
認
定
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
係
る
同
項

の
認
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
六
十
九
号

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）

第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化

に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
ハ
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号

ハ
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
三
項
第
三
号
ハ
の

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
る
省
令
（
令
和
二
年
経
済
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
号
中
「
十
」
を
「
十
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
の
申
請
が
さ
れ
た
同
項
の
地
域
経
済
牽
引
事
業

計
画
で
あ
っ
て
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
承
認
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
都
道
府

県
知
事
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
号

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。


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